
蒲郡市農業用施設整備費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市で盛んな施設栽培の産地の維持発展を図ることを目的と

して新規に農業用ハウス施設及び附帯設備を整備するために要する経費に対し、

蒲郡市農業用施設整備費補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内におい

て交付するものとし、その交付に関しては、蒲郡市補助金等交付規則（昭和３８

年蒲郡市規則第１７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。た

だし、当該補助対象事業と同一の事業で、国及び県等から補助金等の交付を受け

る場合は、補助の対象としない。 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、蒲郡市農

業用施設整備費補助金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）に、

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書（第２号様式）及び収支予算書 

⑵ 実施設計書又は見積書 

⑶ 施設等の位置図、配置図、平面図等の図面 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当す

る額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消

費税額として控除できる部分の金額と当該補助金の額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなけ

ればならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等

相当額が明らかでない場合は、この限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第４条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当



と認めたものについて、速やかに補助金の交付の決定を、不適当と認めたものに

ついては、速やかに補助金の不交付の決定をしなければならない。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定をしたとき又は不交付の決定をしたとき

は、申請者に対して、決定の内容及び条件を付した場合にはその条件を蒲郡市農

業用施設整備費補助金交付（不交付）決定通知書（第３号様式）により速やかに

通知しなければならない。 

（補助金の交付条件） 

第５条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を

達成するため、次の条件を付するものとする。 

 ⑴ 補助事業の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。 

 ⑵ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

 ⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な

条件を付すことができる。 

（申請の取下げ） 

第６条 第４条第２項の規定による通知を受けた申請者（以下「補助事業者」とい

う。）は、当該通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の

内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起

算して１５日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付

の決定はなかったものとみなす。 

（着手） 

第７条 補助事業の着手は、原則として第４条の交付の決定を受けた後に行うもの

とする。ただし、補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、あ

らかじめ蒲郡市農業用施設整備費補助金交付決定前着手届（第４号様式）を市長

に提出するものとする。 

２ 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかにその旨を蒲郡市農業用施

設整備事業着手届（第５号様式）により、市長に届け出るものとする。 

（状況報告及び立入検査等） 

第８条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補



助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員

にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 

（事業の遂行等の指示等） 

第９条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金

の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めると

きは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示する

ことができる。 

２ 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該

補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。 

（事業の内容の変更等の承認） 

第１０条 補助事業者は、第５条第１項各号の場合に該当したときは、速やかに蒲

郡市農業用施設整備費補助金変更承認申請書（第６号様式）又は蒲郡市農業用施

設整備事業中止（廃止）承認申請書（第７号様式）を、市長に提出しなければな

らない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合は、この限りではない。 

 ⑴ 総事業費の２０パーセント以内の増減の場合 

 ⑵ 農業用ハウス施設等面積の２０パーセント以内の増減の場合 

 ⑶ その他市長が軽微な変更と認める場合 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、補助事業の内容の変更

等を承認したときは、蒲郡市農業用施設整備費補助金変更決定通知書（第８号様

式）又は蒲郡市農業用施設整備事業中止（廃止）承認通知書（第９号様式）によ

り、速やかに当該承認の申請をした補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受け

たときを含む。）は、補助事業の成果を記載した蒲郡市農業用施設整備費補助金実

績報告書（第１０号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

 ⑴ 収支精算書、経費の支払いを証する書類（以下「支払証明書」という。）又は

これに代わる書類 

 ⑵ 施工前及び施工後の写真 

 ⑶ 事業完了後に取得した農家台帳の写し又は整備地の農地を売買又は貸借した



ことを証する書類の写し 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、農業用ハウス施設等整備の完了（廃止

の承認を受けたときを含む。以下同じ。）の日から起算して２０日を経過した日又

は当該年度の３月３１日のいずれか早い期日までとする。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績

報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る

補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか

どうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当

該補助事業者に、蒲郡市農業用施設整備費補助金確定通知書（第１１号様式）に

より通知しなければならない。 

（補助金の交付請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、蒲郡市農業用施設整備費補助金交付請求書（第１２号様式）を市

長に提出しなければならない。 

（補助金の交付時期） 

第１４条 補助金は、第１２条の規定により確定した額を蒲郡市農業用施設整備費

補助金交付請求書受領後に交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

⑴  不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵  補助金交付の条件に違反したとき。 

⑶  当該農業用ハウス施設等が償却資産である場合において市長へ償却資産の申 

 告をしなかったとき。 

⑷  第１２条の規定により補助金の額が確定した日から起算して５年を経過した 

日前に補助事業者の責めに帰すべき理由により当該農業用ハウス施設を処分し 

たとき。 

 ⑸ その他市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消した



ときは、蒲郡市農業用施設整備事業費補助金交付決定取消通知書（第１３号様式）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限

を定めてその返還を命ずるものとする。この場合において、当該補助金の返還に

係る加算金及び遅延利息については、規則第２０条の規定を適用する。 

 （帳簿等備付） 

第１７条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、

その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業の完了の日の

属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 （雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

補助対象事業 市内に整備する新設農業用ハウス施設に関する事業 

補助対象経費 １ 次に掲げる全ての要件に該当し、かつ、市内に整備する農業

用ハウス施設等の建て替えを含む新設に要する経費。 

 ⑴ 農業用ハウス施設は、自己所有農地又は農地法（昭和２７

年法律第２２９号）、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年

法律第６５号）、農地中間管理事業の推進に関する法律（平

成２５年法律第１０１号）等による公的な手続により貸借

された土地に整備されること。 

 ⑵ 農産物の販売を目的として使用するための施設であるこ

と。 

 ⑶ 農業用ハウス施設本体及び本体工事と一体的に整備を行

う必要のある附帯設備並びに整備する土地の造成費に係る

経費のうち、市長が認める経費であること。なお、中古資材

を用いた場合も対象とする。ただし、消耗品及び農業経営以

外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象

外とする。 

⑷ 農業用ハウス施設を自己施工するときは、その資材購入

費。ただし、申請者若しくは申請者と同一世帯の者による施

工又は申請者が農業経営する事業所による施工に伴う工賃

及び人件費は、補助の対象としない。 

 ⑸ 農業用ハウス施設等の整備に係る経費が１００万円以上

となること。 

補助金の額 補助対象経費の１０パーセント以内で予算で定める額とし、そ

の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。なお、１補助事業者について４００万円を限度額と

する。 

 


